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公金窃盗の容疑による職員の逮捕について 
 

 

 本市職員が公金窃盗の容疑により逮捕されましたので、お知らせします。  

 

記 

１ 当該職員 

    

   所属：総合政策部秘書広報課 

   職種：事務職員（主事） 

   性別：男性 

   年齢：２７歳 

 

２ 事案の概要 

今年９月１日、総合政策部企画振興課内に保管していた市営バス運賃収入等公金 

８９，０２０円の紛失が発覚し、瀬戸内警察署に被害届を提出していた事案について、本

日、本市職員が窃盗の容疑で逮捕されたものです。 

 

３ 市長コメント 

  本市職員が窃盗の容疑で逮捕されました。 

  市政に対する市民の皆様の信頼を著しく失墜させる事態となりましたことを、深くお詫

び申し上げます。 

  当該職員の処分につきましては、捜査の状況を踏まえ、厳正に対処してまいります。 

  これまでも綱紀保持、服務規律の徹底を図ってまいりましたが、改めて公務員倫理につ

いて、職員への徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。 
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